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2023年   ８月

担
当
課

　
10
月
１
日
か
ら
実
施
さ
れ
る
適
格
請

求
書
等
保
存
方
式
︵
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
︶

対
応
の
た
め
、
水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針

時
に
投
函
さ
せ
て
い
た
だ
く
﹁
使
用
水

量
等
の
お
知
ら
せ
﹂
を
、
９
月
検
針
分

か
ら
、
新
デ
ザ
イ
ン
に
変
更
し
ま
す
。

　
主
に
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
と
し

て
の
﹁
登
録
番
号
﹂
を
追
加
し
ま
す
。

　
な
お
、
使
用
水
量
等
の
お
知
ら
せ
に

よ
り
直
接
集
金
な
ど
を
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
は

　
適
格
請
求
書
︵
イ
ン
ボ
イ
ス
︶
を
交

付
し
、
保
存
す
る
新
し
い
制
度
で
す
。

　
課
税
事
業
者
︵
消
費
税
を
納
め
る
義

務
の
あ
る
事
業
者
︶
が
、
支
払
っ
た
消

費
税
を
計
算
し
、
仕
入
税
額
控
除
を
受

け
る
た
め
に
必
要
な
手
続
き
と
な
り
ま

す
。

適
格
請
求
書
と
は

　
売
手
が
買
手
に
対
し
て
、
正
確
な
適

用
税
率
や
消
費
税
額
等
を
伝
え
る
た
め

の
も
の
で
、
現
行
の
請
求
書
な
ど
に
登

録
番
号
と
い
っ
た
一
定
の
事
項
が
記
載

さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

税
務
署
長
の
登
録
を
受
け
た
﹁
適
格
請

求
書
発
行
事
業
者
﹂
の
み
が
交
付
で
き
、

中
津
川
市
水
道
事
業
会
計
、
中
津
川
市

下
水
道
事
業
会
計
は
、
適
格
請
求
書
発

行
事
業
者
と
し
て
登
録
を
受
け
て
い
ま

す
。

　
中
津
川
市
で
は
、
水
道
メ
ー
タ
ー
の

検
針
が
２
カ
月
に
１
回
の
隔
月
検
針
を

行
な
っ
て
い
ま
す
。
検
針
し
た
２
カ
月

分
の
水
量
を
２
等
分
し
て
１
カ
月
分
の

料
金
を
算
定
し
、
検
針
月
の
翌
月
と
翌
々

月
の
２
回
に
分
け
て
請
求
し
ま
す
。
ま

た
、
検
針
は
奇
数
月
地
区
、
偶
数
月
地

区
に
分
け
て
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

何が変わるの？

使
用
水
量
等
の
お
知
ら
せ
の
デ
ザ
イ
ン
が
変
わ
り
ま
す

中
津
川
市
上
下
水
道
料
金
セ
ン
タ
ー
︵
☎
62
ー 

１
２
８
５
︶

　
　 

水
道
経
営
課
︵
☎
内
線

517
︶

適用税率
消費税額

登録番号

問


